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＾ 
ィンターネットでの誹謗中傷なとで

お困りの方向けの弁護士相談を実施します

相談内容

相談対象

相談日時

相談場所

相談員

インターネット上の誹謗中傷を始めとする人権問題

尼崎市民（在住、在勤、在学の方）

毎月第 4週目の火曜日 午後 2時,.._,5時

一人につき 30分（同一案件につき一人 2回まで）

尼崎市役所の本庁舎

インターネット問題なとに詳しい弁護士
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出
↑

相
無

一 .. .. 
尼崎人権啓発協会に連絡し、

法律相談を予約します。

（協会で相談内容を審査します。事前

予約が必要）

市役所に来庁し、オンライン

で弁護士と相談します。

虞 -
予約
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（ 公 社 ） 尼 崎人権啓発協会尼崎市役所中館 7階 HP 


